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議 案 第 １ 号

平成28年度北海道一般会計補正予算（第６号）

　平成28年度北海道一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ16,008,538千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ3,036,745,685千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条　地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することのできる経費は、「第２

表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条　債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条　地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

５ 地 方 交 付 税 652,255,589 4,422,758 656,678,347

１ 地 方 交 付 税 652,255,589 4,422,758 656,678,347

７ 分担金及び負担金 18,854,654 △ 7,205 18,847,449

２ 負 担 金 14,972,256 △ 7,205 14,965,051

８ 使用料及び手数料 24,711,875 △ 19,922 24,691,953

１ 使 用 料 14,816,715 △ 6,581 14,810,134

２ 手 数 料 354,473 △ 7,673 346,800

３ 証 紙 収 入 9,540,687 △ 5,668 9,535,019

９ 国 庫 支 出 金 465,553,045 9,961,933 475,514,978

１ 国 庫 負 担 金 122,209,653 △ 1,863,893 120,345,760

２ 国 庫 補 助 金 335,276,261 11,932,091 347,208,352

３ 委 託 金 8,067,131 △ 106,265 7,960,866
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

10 財 産 収 入 7,533,153 3,273 7,536,426

１ 財 産 運 用 収 入 4,079,298 3,169 4,082,467

２ 財 産 売 払 収 入 3,453,855 104 3,453,959

11 寄 附 金 86,497 4,000 90,497

１ 寄 附 金 86,497 4,000 90,497

12 繰 入 金 46,920,115 △ 878,347 46,041,768

２ 基 金 繰 入 金 42,263,575 △ 878,347 41,385,228

13 諸 収 入 231,040,203 186,746 231,226,949

３ 貸 付 金 収 入 214,019,011 △ 331,145 213,687,866

４ 受 託 事 業 収 入 1,042,700 △ 4,839 1,037,861

６ 雑 入 6,628,635 522,730 7,151,365

14 道 債 654,095,800 2,218,218 656,314,018

１ 道 債 654,095,800 2,218,218 656,314,018

15 繰 越 金 4,227,192 117,084 4,344,276
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 繰 越 金 4,227,192 117,084 4,344,276

歳 入 合 計 3,020,737,147 16,008,538 3,036,745,685
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歳 出
（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 議 会 費 3,426,190 23,600 3,449,790

１ 議 会 費 3,426,190 23,600 3,449,790

２ 総 務 費 288,251,713 781,980 289,033,693

１ 総 務 管 理 費 89,611,969 814,700 90,426,669

４ 防 災 費 952,325 25,000 977,325

５ 原子力安全対策費 2,151,185 △ 31,620 2,119,565

９ 選 挙 費 3,506,003 △ 14,600 3,491,403

10 人 事 委 員 会 費 317,473 △ 3,100 314,373

11 監 査 委 員 費 586,503 △ 8,400 578,103

３ 総 合 政 策 費 60,447,146 1,329,591 61,776,737

１ 総 合 政 策 管 理 費 3,602,180 113,700 3,715,880

３ 政 策 費 16,190,378 8,001 16,198,379

４ 情 報 統 計 費 3,508,270 △ 79,536 3,428,734
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

５ 人口減少問題対策費 8,975,582 1,226,426 10,202,008

７ 交 通 政 策 費 20,186,453 61,000 20,247,453

４ 環 境 生 活 費 12,144,937 295 12,145,232

１ 環 境 生 活 管 理 費 2,239,945 33,800 2,273,745

２ アイヌ政策推進費 727,731 △ 8,949 718,782

３ 環 境 推 進 費 1,890,994 △ 11,360 1,879,634

４ 循環型社会推進費 2,756,081 △ 4,127 2,751,954

10 文化・スポーツ費 2,524,122 △ 9,069 2,515,053

５ 保 健 福 祉 費 428,445,221 △ 1,753,954 426,691,267

１ 保 健 福 祉 管 理 費 24,071,117 △ 399,900 23,671,217

２ 地 域 医 療 費 14,682,369 △ 1,588,243 13,094,126

３ 医 務 薬 務 費 3,067,791 △ 496,176 2,571,615

４ 地 域 保 健 費 17,311,807 △ 41,896 17,269,911

６ 食 品 衛 生 費 873,267 △ 2,557 870,710
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

７ 福 祉 援 護 費 35,025,029 △ 12,800 35,012,229

８ 施 設 運 営 指 導 費 4,885,595 725,868 5,611,463

９ 障がい者保健福祉費 59,607,960 △ 18,507 59,589,453

10 高齢者保健福祉費 72,844,592 △ 450,000 72,394,592

11 子ども子育て支援費 54,859,291 530,257 55,389,548

６ 経 済 費 166,835,184 △ 91,376 166,743,808

１ 経 済 管 理 費 4,225,671 △ 75,983 4,149,688

４ 観 光 費 1,071,566 26,369 1,097,935

５ 中 小 企 業 費 132,642,818 △ 12,839 132,629,979

６ 国 際 経 済 費 132,918 △ 2,955 129,963

10 雇 用 労 政 費 1,131,639 △ 1,000 1,130,639

11 人 材 育 成 費 4,910,671 △ 25,968 4,884,703

12 労 働 委 員 会 費 503,720 1,000 504,720

７ 農 政 費 208,379,315 △ 1,182,371 207,196,944
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 農 政 管 理 費 11,754,527 △ 1,458,656 10,295,871

２ 食 品 政 策 費 1,340,252 △ 96,149 1,244,103

３ 農 産 振 興 費 21,014,751 △ 2,822 21,011,929

４ 畜 産 振 興 費 30,650,288 △ 29,135 30,621,153

５ 技 術 普 及 費 3,921,113 △ 14,527 3,906,586

６ 農 業 経 営 費 17,034,110 750,244 17,784,354

７ 農 地 調 整 費 1,710,224 △ 8,518 1,701,706

８ 農 村 設 計 費 18,124,866 △ 288,173 17,836,693

９ 農業農村整備事業費 78,421,115 △ 33,000 78,388,115

10 農 業 施 設 管 理 費 24,347,938 △ 1,635 24,346,303

８ 水 産 林 務 費 77,417,584 △ 154,729 77,262,855

１ 水 産 林 務 管 理 費 7,543,177 △ 301,163 7,242,014

２ 水 産 経 営 費 3,300,190 △ 30,109 3,270,081

４ 漁 港 漁 村 費 26,787,020 63,000 26,850,020
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

５ 漁 業 管 理 費 1,209,052 △ 18,000 1,191,052

７ 森 林 計 画 費 384,750 △ 1,424 383,326

９ 治 山 費 10,237,465 135,000 10,372,465

11 道 有 林 費 2,538,177 △ 2,033 2,536,144

９ 建 設 費 282,313,356 1,303,503 283,616,859

１ 建 設 管 理 費 65,076,762 △ 1,081,686 63,995,076

２ 維 持 管 理 防 災 費 9,667,049 689,000 10,356,049

３ 道 路 橋 り ょ う 費 118,238,704 1,139,000 119,377,704

４ 河 川 費 54,538,648 273,000 54,811,648

５ 砂 防 海 岸 費 21,587,982 291,039 21,879,021

６ まちづくり推進費 99,385 △ 1,066 98,319

９ 建 築 指 導 費 1,490,192 △ 2,888 1,487,304

11 営 繕 費 55,561 △ 2,896 52,665

10 警 察 費 130,622,684 △ 517,855 130,104,829
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 警 察 管 理 費 123,193,295 △ 645,513 122,547,782

２ 警 察 活 動 費 3,229,390 △ 11,342 3,218,048

３ 交 通 安 全 施 設 費 4,199,999 139,000 4,338,999

11 教 育 費 479,074,094 2,403,669 481,477,763

１ 教 育 総 務 費 33,208,459 △ 675,492 32,532,967

２ 小 学 校 費 178,219,662 1,209,893 179,429,555

３ 中 学 校 費 112,644,039 266,600 112,910,639

４ 高 等 学 校 費 100,703,384 765,600 101,468,984

５ 特 別 支 援 学 校 費 50,261,782 900,084 51,161,866

６ 学 校 教 育 費 1,489,609 △ 45,232 1,444,377

７ 社 会 教 育 費 1,700,355 △ 752 1,699,603

８ 保 健 体 育 費 846,804 △ 17,032 829,772

12 災 害 復 旧 費 60,725,423 13,088,764 73,814,187

２
水 産 林 業 施 設

災 害 復 旧 費
3,853,555 1,958,561 5,812,116
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

３ 土木施設災害復旧費 48,912,298 11,130,203 60,042,501

14 諸 支 出 金 136,163,693 777,421 136,941,114

２ 諸 費 132,374,214 777,421 133,151,635

歳 出 合 計 3,020,737,147 16,008,538 3,036,745,685
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第 ２ 表

繰 越 明 許 費
（単位　千円）

款 項 事 業 名 金 額

３ 総 合 政 策 費 ５
人 口 減 少 

問 題 対 策 費
地 方 創 生 対 策 推 進 費 1,183,374

８ 水 産 林 務 費 １ 水 産 林 務 管 理 費 公 共 事 業 事 務 費 21,590

補 助 事 業 事 務 費 21,572

９ 治 山 費 治 山 事 業 費 661,410

９ 建 設 費 ３ 道 路 橋 り ょ う 費 道 路 公 共 事 業 費 1,842,400

道 路 特 別 対 策 事 業 費 6,013,320

地域活力基盤整備事業費 9,019,980

道 路 負 担 工 事 費 600

４ 河 川 費 河 川 公 共 事 業 費 5,640,000

ダ ム 公 共 事 業 費 1,500,000

ダ ム 負 担 工 事 費 12,000

５ 砂 防 海 岸 費 砂 防 公 共 事 業 費 1,362,600

７ 都 市 環 境 費 街 路 公 共 事 業 費 2,291,710
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款 項 事 業 名 金 額

街 路 特 別 対 策 事 業 費 18,800

地域活力基盤整備事業費 28,200

10 警 察 費 １ 警 察 管 理 費 機 動 力 強 化 費 167,000

12 災 害 復 旧 費 ２
水 産 林 業 施 設

災 害 復 旧 費
緊 急 治 山 事 業 費 1,350,900

治山施設災害復旧事業費 1,500,000

３
土 木 施 設

災 害 復 旧 費
土 木 災 害 復 旧 事 業 費 24,143,296
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第 ３ 表

債 務 負 担 行 為 補 正
（単位　千円）

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

平成28年度道単独投資事業に関す
る債務負担行為

－ －
平成28年度から
平成29年度まで

漁港事業につい
て

69,000
漁港海岸事業に
ついて

39,000
治山事業につい
て

248,000
道路事業につい
て

2,343,000
河川事業につい
て

748,000
海岸事業につい
て

195,000
交通安全施設整
備事業について

226,000
の合計額

3,868,000
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第 ４ 表

地 方 債 補 正
（単位　千円）

起債の目的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

地方創生対策

推 進 費
－ － － － 584,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

社 会 福 祉

施設整備費
3,309,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

3,511,000 同 上
10％

以内
同 上

児 童 福 祉

施設整備費
24,000 同 上

10％

以内
同 上 33,000 同 上

10％

以内
同 上

臨時漁港海岸

保全施設整備

特 別 対 策

事 業 費

335,000 同 上
10％

以内
同 上 356,000 同 上

10％

以内
同 上

臨時治山施設

整備特別対策

事 業 費

1,922,000 同 上
10％

以内
同 上 2,034,000 同 上

10％

以内
同 上

臨時道路整備

特 別 対 策

事 業 費

36,431,000 同 上
10％

以内
同 上 37,456,000 同 上

10％

以内
同 上

臨時河川整備

特 別 対 策

事 業 費

4,432,000 同 上
10％

以内
同 上 4,678,000 同 上

10％

以内
同 上

臨時砂防施設

整備特別対策

事 業 費

1,145,000 同 上
10％

以内
同 上 1,225,000 同 上

10％

以内
同 上

臨時海岸保全

施設整備特別

対策事業費

1,310,000 同 上
10％

以内
同 上 1,415,000 同 上

10％

以内
同 上
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起債の目的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

警 察 施 設

整 備 費
643,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

810,000

財務省その

他からの借

入れ又は知

事の定める

債券の発行

による（他

の地方公共

団体との共

同発行を含

む。）。

10％

以内

据置期間を含め30年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

林 道 災 害

復 旧 費
47,000 同 上

10％

以内
同 上 83,000 同 上

10％

以内
同 上

治 山 災 害

復 旧 費
572,000 同 上

10％

以内
同 上 796,000 同 上

10％

以内
同 上

土 木 災 害

復 旧 費
24,754,000 同 上

10％

以内
同 上 27,360,000 同 上

10％

以内
同 上

臨 時 財 政

対 策 債
117,000,000 同 上

10％以内

（ただし、

利率見直

し方式で

借り入れ

る資金に

ついて、

利率の見

直しを行

った後に

おいては、

当該見直

し後の利

率）

同 上 113,801,218 同 上

10％以内

（ただし、

利率見直

し方式で

借り入れ

る資金に

ついて、

利率の見

直しを行

った後に

おいては、

当該見直

し後の利

率）

同 上

合 計 654,095,800 656,314,018
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議 案 第 ２ 号

平成28年度北海道営住宅事業特別会計補正予算（第３号）

　平成28年度北海道営住宅事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（繰越明許費）

第１条　地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することのできる経費は、「第１

表繰越明許費」による。
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第 １ 表

繰 越 明 許 費
（単位　千円）

款 項 事 業 名 金 額

１ 道 営 住 宅 事 業 費 １ 道 営 住 宅 事 業 費 公 共 事 業 事 務 費 16,000

公 共 事 業 費 1,353,910



21

議 案 第 ３ 号

平成28年度北海道地方競馬特別会計補正予算（第２号）

　平成28年度北海道地方競馬特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 １条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ125,303千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ23,251,595千円とする。

２ 　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

４ 諸 収 入 23,090,588 53,565 23,144,153

１ 収 益 事 業 収 入 19,978,430 53,565 20,031,995

５ 繰 越 金 0 71,738 71,738

１ 繰 越 金 0 71,738 71,738

歳 入 合 計 23,126,292 125,303 23,251,595
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歳 出
（単位　千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 競 馬 費 23,122,230 125,303 23,247,533

２ 競 馬 開 催 費 23,101,894 125,303 23,227,197

歳 出 合 計 23,126,292 125,303 23,251,595
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